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１．はじめに 

競争入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出は、原則として、大分県電子申請システムにより提出 

してください。但し、やむを得ない理由がある場合は、紙様式による提出も可能です。 

電子申請には後述するメリットがありますので、電子申請システムを利用した申請をお願いします。 

 

２．電子申請のメリット 

電子申請によるメリットは以下のとおりです。 

 

①窓口に行くことなく事業所や自宅から申請ができる。 

②２４時間いつでも申請が可能。 

③申請した内容を Wｅｂ画面で確認できる。 

④審査結果通知を電子申請システムからファイルとして受け取ることができいつでもダウンロード 

することができる。 

 

３．電子申請をするための事前準備 

（１）電子申請するための事前準備手順 

 電子申請をするには必要書類の準備や入力内容の事前把握などが必要となります。 

 以下の手順に従って準備をしてください。 

 

 ①申請時に添付が必要な書類の入手・作成 

  申請に必要な書類を準備します。 

  「大分県市町村物品等競争入札参加資格審査申請の手引き１（基本事項説明編）」の「６．申請時に 

提出が必要な添付書類について」をご覧いただき入手・作成してください。 

 

 ②書類をＰＤＦファイルにする。 

  電子申請する際には添付書類をＰＤＦファイルにして添付する必要があります。 

１ファイル当たり１０MB を超える場合はファイルの添付が出来ませんので、ファイル容量を調整す 

るか、メールあるいは紙で提出してください。この場合、添付が必要な場所にはダミーのＰＤＦファ 

イルを作成し添付してください。（メールアドレス：shikakushinsa@pref.oita.jp） 

 

   ※電子で提出した書類の保管について 

  電子申請を行う場合、提出した書類の原本を郵送する必要はありませんが、その原本は、当該入 

札参加資格が満了した日の属する年度の翌年度の４月１日から５年間は、申請者で保管してくだ 

さい。 

また、大分県又は県内市町村との契約を締結し、その契約期間の満了日が当該資格の有効期間 

を超える場合は、契約期間が満了した日の属する年度の翌年度の４月１日から５年間は、申請者 

で保管してください。 

 

 ③電子申請時に入力する内容を事前に整理しておく 

  電子申請では申請者が必要事項を入力していただく必要があります。 

  入力内容については「４．電子申請の入力内容と入力方法の説明」にて説明します。全ての入力項目

に入力用のメモ欄（背景色が青みがかった灰色の欄）を設けていますので、入力する内容を事前に記

入するなど、事前整理にご利用ください。事前に何を入力するか明確にしておくことで入力作業がス

ムーズに進みます。 

mailto:shikakushinsa@pref.oita.jp
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④電子申請システムを利用するためのアカウントを取得する。 

電子申請システムでは専用のアカウント（Graffer アカウント）を取得する必要があります。 

   詳細な手順については、「（２）電子申請システム利用アカウントの取得について」にて説明しま 

す。 

なお、他の電子申請で Graffer アカウントを取得したことがある場合は、そのアカウントを利用して 

申請することができますので新たに取得する必要はありません。 

 

（２）電子申請システム利用アカウントの取得について 

 

 電子申請システムにて使用する専用のアカウント（Graffer アカウント）を取得する方法を説明しま

す。 

 なお、アカウントを取得するにはメールアドレスの登録が必要となります。登録するメールアドレスを

事前に確認しておいてください。 

また、登録時に電子申請システムよりメールが送付されます。「@mail.graffer.jp」が受信拒否とならない

よう設定の確認をお願いします。 

  

 ①電子申請システムへアクセスする 

   

  大分県用度管財課ホームページから電子申請システムにアクセスします。 

 

         https://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.html 

 

  表示されたページの「７．申請方法（電子申請システム）」部分の「競争入札参加資格申請（物品・ 

役務等）【新規・更新】」をクリック 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

クリック 

https://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.html
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②新規アカウント登録画面を開く 

 

  (a) 「新規登録またはログインして申請」ボタンをクリックします。 

 

            
 

 

 

  (b) 「大分県 ログイン」画面が表示されたら「新規アカウント登録」ボタンをクリックします。 

 

            
 

 

 

 

 

クリック 

（重要）こちらは選択しないでください 

クリック 
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  (c) 「大分県新規アカウント登録」画面が表示されます。 

 

         
 

 

 

③アカウントの仮登録処理を行う 

 

  (a) 画面半分より下の「情報を入力して登録」部分に必要事項を入力する。 
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  「姓」と「名」について 

・ログイン後の画面のログイン者の名前として表示されます。 

他の場面で使用・表示されることはありません。 

・ログイン後の画面には姓と名を結合したものが表示されます。 

・個人で取得する場合は姓と名の欄に該当する内容を入力してください。 

・事業者として登録する場合は、事業所名を適当な所で２つに分割し姓と名に入力してください。 

 

  メールアドレスについて 

・電子申請システムは、申請を受け付けた時や申請の処理が完了した時にお知らせのメールを送 

付します。その際の送付先はここで登録したメールアドレスとなります。 

・個人のメールアドレスで登録可能ですが、当該職員の退職などでメールが使用できなくなった場 

合、過去の申請情報の確認ができなくなります。可能であれば社用メールアドレスでの登録を 

ご検討ください。    

 

（入力例１）個人名で登録 
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（入力例２）事業者名等で登録 

      （例では「用度管財課」を姓と名に分割して入力 

          
 

 

  (b) 入力が終了したら「Graffer アカウントに登録」ボタンをクリック。 

 

         
 

 

  (c) 内容に問題なければ「アカウントの仮登録完了」画面が表示されます。。 

            

クリック 
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※入力したメールアドレスが既に使用されている場合は下記エラーが表示されます。 

別のメールアドレスで登録してください。 

 

             
 

 

 

④アカウントの本登録処理を行う 

 

  (a) 仮登録が完了したら、登録したメールアドレスあてに「【Graffer アカウント】仮登録完了のお知 

らせ」が届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  (b) メールに記載された URL からホームページを開く。 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

https://accounts.graffer.jp/activation/***********************

ＵＲＬをクリック又はブラウザのアドレスバーに入力 

https://accounts.graffer.jp/activation/**************************************

https://accounts.graffer.jp/activation/***********************
https://accounts.graffer.jp/activation/**************************************
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  (c) 「アカウントの本登録完了」の画面が表示されれば本登録完了です。 

 

           
 

本登録が完了するとお知らせメールが電子申請システムより送付されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        以上でアカウント登録処理は終了です。 

 

 

 

  



大分県市町村物品等競争入札参加資格審査申請の手引き３（電子申請方法説明編） 

 

１１ 

 

 

（３）電子申請システムへのログイン方法について 

 

電子申請システムにログインする方法を説明します。 

 

①電子申請システムへアクセスする 

   

  大分県用度管財課ホームページから電子申請システムにアクセスします。 

 

         https://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.html 

 

  表示されたページの「７．申請方法（電子申請システム）」部分の「競争入札参加資格申請（物品・ 

役務等）【新規・更新】」をクリック 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新規アカウント登録画面を開く 

 

  (a) 「新規登録またはログインして申請」ボタンをクリックします。 

 

クリック 

https://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.html
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  (b) 「大分県 ログイン」画面が表示されたら「メールアドレスでログイン」ボタンをクリックしま 

す。 

 

            
 

  (c) 次の画面が表示されたら Graffer アカウントを登録した際のメールアドレスとパスワードを入力 

して「ログイン」ボタンをクリックします。 

 

 
 

 

クリック 

（重要）こちらは選択しないでください 

クリック 

①メールアドレスと

パスワードを入力し 

②クリック 
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  (d) 利用規約確認の画面が表示されるので、「利用規約に同意する」にチェックを入れ 

「申請に進む」ボタンをクリックします。 

           

            
 

 

 

 

            
 

  (e) 申請に必要な項目が表示されるので入力していきます。入力内容に関する説明は次ページ

以降で説明します。 

 

             
 

②クリック 

①チェックを入れる 
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４．電子申請の入力内容と入力方法の説明 

電子申請で入力する内容の説明と入力する方法の説明を入力画面ごとに説明します。 

 

（１）「申請者の情報」部分の入力 

 

【入力項目】 

申請者の情報部分で入力する項目は以下のとおりです。 

 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

申請者の種別 

個人事業者は「個人」を選択、法人（団体、組合も含む）は「法人」を選択

してください。 

個人   法人 

事業者名称（漢字） 

①法人の場合は、法人の本店名称を入力してください。 

②支店名等は入力しないでください。 

③「株式会社」等法人種類については省略文字を使用しないでください。 

 

事業者法人番号 

（法人のみ） 

①法人番号を入力してください。（13 桁） 

不明な場合は「国税庁法人番号公表サイト」で確認してください。

（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/） 

②個人事業主など、法人番号の通知を受けていない場合は入力不要です。 

               

メールアドレス 

アカウントを取得した際に登録したメールアドレスが自動表示されますので

入力不要です。 

（入力不要） 

 

 

【入力画面】 

 

①「申請者の種別」欄で「個人」又は「法人」を選択。 

 

 
 

 

個人：個人事業主 

法人：法人（団体、組合も含む） 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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②入力が必要な事項が追加で表示されるので入力し、「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリック。 

 

【個人を選択した場合】 

「事業者名称（漢字）」と「メールアドレス」欄が追加で表示されるので、「事業者名称（漢字）」の 

み入力。 

 

 
 

 

【法人を選択した場合】 

「事業者名称（漢字）」と「事業者法人番号」「メールアドレス」欄が追加で表示されるので、「事業 

者名称（漢字）」と「事業者法人番号」を入力。 

 

  
 

 

屋号を入力 

自動表示のため編集不要 

必要事項を入力したらクリックし次の入

力画面へ進む 

自動表示のため入力不要 

１３桁の法人番号を半角文字で入力 

事業者名称を入力 

必要事項を入力したらクリックし次の入

力画面へ進む 
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（２）「申請区分」部分の入力 

 

【入力項目】 

申請者の情報部分で入力する項目は以下のとおりです。 

 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

申請区分 

該当する項目を選択してください。 

①令和偶数年の 6 月～７月   ・・・定期申請 

②定期申請期間以外の新規申請 ・・・随時申請 

③公告に「世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を

受ける」と記載されている場合 

 ・・・特定調達（WTO）に係る臨時申請 
（特定調達とは） 

ＷＴＯ（世界貿易機構）の枠組みの下で、外国の産品や供給者を国内の産品や供給者

と同様に扱うこと、また、外国の産品や供給者間でも同様に扱うことを目的につくら

れた国際協定に定められた手続きによって行われる調達。 

定期申請   随時申請   特定調達（WTO）に係る臨時申請 

官公需適格組合証明 

（任意項目） 

①官公需適格組合証明を受けている場合は証明年月日と番号を入力してくだ

さい。 

②官公需適格組合証明を受けている組合が申請する場合のみ入力してくださ

い。（組合員である事業者が申請する場合は入力不要） 

（参考：中小企業庁ホームページの官公需適格組合名簿

（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.html）） 

 証明年月日：      年  月  日  番号： 

 

【入力画面】 

 

「申請区分」欄については「定期申請」、「随時申請」、「特定調達（WTO）に係る随時申請」から該当す

るものを選択。「官公需適適格組合証明」欄は条件に該当する場合に必要事項を入力。入力が終わったら

「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリック。 

 

  

該当する項目を選択 

官公需適格組合証明を受けている組合が申

請する場合入力（組合員である事業者が申

請する場合は入力不要）組考：中小企業庁

ホームページの官公需他規格組合名簿

必要事項を入力したらクリックし次の入

力画面へ進む 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.html
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（３）「申請担当者（行政書士等を含む）情報」部分の入力 

 

【入力項目】 

申請担当者（行政書士等を含む）情報部分で入力する項目は以下のとおりです。 

この資格審査申請の内容について説明できる方の情報を入力してください。 

この入札参加資格申請の手続きを行政書士に依頼して行う場合は、この欄に受任した行政書士の情報を入

力してください。 

 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

部署名 

（任意項目 但し行政書士の場合は必須） 

①申請担当者の部署名を入力してください。（例 総務部） 

②行政書士が申請する場合は事務所名と登録番号を入力してください。 

（例 ○○事務所 第○○○○○号） 

 

（行政書士の場合） 事務所    第         号 

氏名 
申請担当者氏名を姓と名の間に空白一文字を入れて入力してください。 

 

氏名（カナ） 

申請担当者氏名（カナ）を姓と名の間に空白一文字を入れて入力してくださ

い。 

 

郵便番号 

申請担当者が勤務する事業所の郵便番号をハイフンなし 7 桁の数字で入力して

ください。 

         

住所 / 所在地 

申請担当者が勤務する事業所の住所／所在地を都道府県名から入力してくださ

い。 

都・道・府・県 

 

電話番号 

申請内容について確認事項がある場合は電話もしくはメールにて連絡するた

め、日中連絡が取れる電話番号をハイフンありで入力してください。 

―        ― 

メールアドレス 

申請内容について確認事項がある場合は電話もしくはメールにて連絡するた

め、必ず連絡が取れるアドレスを入力してください。 

共同受付センターからのメールは「～@pref.oita.lg.jp」のドメインで送信す

るので、フィルタリングを行っている場合は受信できるよう設定してくださ

い。 

＠ 
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１８ 

 

 

【入力画面】 

 

申請担当者の情報を入力。入力が終わったら「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリック。 

 申請内容について確認する必要がある場合は、ここで入力された担当者へ連絡します。 

 

 
 

 （行政書士の場合） 

 
 

 

 

 

 
  

申請担当者の部署名を入力（例 総務部） 

行政書士が申請する場合は事務所名と登録

番号を入力（例 ○○事務所 第○○○○

○号） 

以下項目については、この資格審査申請

の内容について説明できる方の情報を入

力 

必要事項を入力したらクリックし次の入

力画面へ進む 

郵便番号を入力した後、このボタンをク

リックすると住所の一部が自動的に表示

される（但し不足する内容については追

加で入力必要） 
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１９ 

 

（４）「事業者情報」部分の入力 

 

【入力項目】 

事業者の情報部分で入力する項目は以下のとおりです。 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

資格登録番号 

①令和６年１０月以降に資格登録したことがある場合は、登録時に通知された

資格登録番号を入力してください。 

（資格登録番号：２から始まる数字８桁の番号） 

②新規の場合は 00000000 を入力してください。 

          

事業者名称 

①事業者名称を入力してください。 

②株式会社等法人種類については省略文字を使用しないでください。 

 

事業者名称（カ

ナ） 

①事業者名称（カナ）を入力してください。 

②「カブシキガイシャ」等の法人種類のカナは入力不要です。 

「・」や空白等のカナを振る必要のない記号については入力不要。 

（例：株式会社 A・Ｂ → エービー 

  株式会社 A＆Ｂ → エーアンドビー） 

 

代表者役職 

①契約書等に記載する代表者の役職を入力してください。 

（例：代表取締役、代表取締役会長、代表取締役社長） 

②個人事業主で役職名がない場合は、全角空白１文字を入力してください。 

 

代表者氏名 

①法人の場合は履歴事項全部証明書に記載された代表者名を姓と名の間に空白

一文字を入れて入力してください。 

②個人の場合は、個人事業者名を姓と名の間に空白一文字を入れて入力してく

ださい。 

 

代表者氏名（カナ） 
代表者氏名（カナ）を姓と名の間に空白一文字を入れて入力してください。 

 

代表者生年月日 
代表者の生年月日を西暦で入力してください。 

年   月   日 

代表者性別 
代表者の性別を選択してください。 

男性（Ｍ）     女性（Ｆ） 

本店郵便番号 
本店の郵便番号をハイフンなし 7 桁の数字で入力してください。 

        

本店住所 / 所在地 

①本店の所在地を都道府県名から入力してください。 

②法人登記住所と本店所在地が異なる場合は、実務上の本店所在地を入力し、

その理由を最終項目の補足事項欄に入力してください。 

③ビル等建物名の前には空白一文字を入れて入力してください。 

都・道・府・県 
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２０ 

 

 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

本店住所 / 所在地

（カナ） 

本店の所在地（カナ）を都道府県名から入力してください。丁目や番地以降の

入力は不要です。 

（例： 大分県大分市大手町３丁目１番１号 大分ビル１階 

 → オオイタケンオオイタシオオテマチ） 

ト・ドウ・フ・ケン 

 

本店電話番号 
電話番号をハイフンありで入力してください。 

―        ― 

本店ＦＡＸ番号 

（任意項目） 

FAX がある場合は番号をハイフンありで入力してください。 

―        ― 

本店メールアドレ

ス 

①本店で利用するメールアドレスを入力してください。 

②ここで入力したメールアドレスが登録した自治体や電子入札システムからの

入札等の連絡先となります。（委任先を設定した場合を除く） 

＠ 

常勤職員数（単

位：人） 

申請書を提出する月の前月末現在の人数を入力してください。なお、従業員に

は代表者（個人事業主）や役員は含まないが、兼務役員やパート、アルバイト

等の臨時職員を含む。（日々雇用、短期雇用及び季節労働等の者は含めませ

ん。） 

人 

県内事業所(本店・

営業所等)の有無 

①大分県内事業所の有無を選択してください。 

②本店・営業所を問わず大分県内に事業所がある場合は「事業所がある」を選

択してください。 

県内に事業所がある    県内に事業所がない 

事業所(本店・営業

所等)の所在地 

（前項目で「大分県内に事業所がある」を選択した場合のみ表示） 

①本店・営業所等のある大分県内市町村を選択してください。 

②項目は自治体を２つに分けています。（五十音順） 

③それぞれの項目内に該当する自治体がない場合は「上記に該当する自治体な

し」を選択してください。 

項

目

① 

宇佐市 臼杵市 大分市 杵築市 玖珠町 国東市 九重町 

 

佐伯市 竹田市 上記に該当する自治体なし 

項

目

② 

津久見市 中津市 日出町 日田市 姫島村 豊後大野市 

 

豊後高田市 別府市 由布市 上記に該当する自治体なし 
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【入力画面】 

 

①事業者の情報を入力。入力が終わったら「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリック。 

 

 
 

（新規の場合） 

 
（過去に番号を附番されていた場合） 

 
 

 

 

 
 

 

令和６年１０月以降に資格登録したことが

ある場合は、登録時に通知された資格登録

番号を入力 

新規の場合は 00000000 を入力 

（初期は 00000000 が表示） 

株式会社等法人種類については省略文字を

使用しない 

「カブシキガイシャ」等の法人種類のカナ

は入力不要 

「・」や空白等のカナを振る必要のない記

号についても入力不要です。 

（例：株式会社 A・Ｂ → エービー  

株式会社 A＆Ｂ → エーアンドビー） 

姓と名の間に全角空白一文字を入れて入力 

姓と名の間に全角空白一文字を入れて入力 

カレンダーから日付を選択することも可能 

該当する項目を選択 
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２２ 

 

 

 

 
 

 

（県内に事業所がない場合） 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵便番号を入力した後、このボタンをク

リックすると住所の一部が自動的に表示

される（但し不足する内容については追

加で入力必要） 

都道府県名から入力 

ビル等建物名の前には空白一文字を入れ

て入力 

トドウフケンメイから入力 

丁目や番地以降の入力は不要 

ハイフンありで入力 

ハイフンありで入力 

ＦＡＸがない場合は入力不要 

ここで入力したメールアドレスが登録し

た自治体や電子入札システムからの入札

等の連絡先となります。（委任先を設定し

た場合を除く） 

県内に事業所がない場合は、「県内に事業

所がない」を選択し 

クリックし次の入力画面へ進む 
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２３ 

 

（県内に事業所がある場合） 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

県内に事業所がある場合は、「県内に事業

所がある」を選択し 

事業所のある自治体を選択。 

自治体は２項目に分かれておりそれぞれ

の項目から選択。 

（入力例） 

１項目目では「玖珠町」と「国東市」を

選択。 

（入力例） 

２項目目には該当する自治体がないため

「上記に該当する自治体なし」を選択。 

クリックし次の入力画面へ進む 
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２４ 

 

（５）「営業経歴及び実績」部分の入力 

 

【入力項目】 

営業経歴及び実績部分で入力する項目は以下のとおりです。 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

主たる事業の種類 

①主たる事業の種類を一つだけ選択してください。 

②「役務の提供」の場合は、「サービス」を選択してください。 

製造  卸売  小売  サービス  買受け 

創業年月日 

①創業年月日を西暦で入力してください。 

②法人の場合は原則、履歴事項全部証明書に記載された「会社成立の年月日」

を入力してください。 

③合併その他形態変更等の理由により創業開始が「会社成立の年月日」と異な

る場合は、実際の創業年月日を入力してください。 

年   月   日 

休業期間 

（任意項目） 

①休業期間がある場合、その開始日と終了日を西暦で入力してください。 

②複数回ある場合は最長期間を入力してください。 

開始日 年   月   日 

終了日 年   月   日 

営業年数 

①申請日の前月末時点の営業年数（満年数）を入力してください。 

②創業から休業等の期間を除いた実営業年数の合計を入力してください。 

※実営業年数が１年未満の場合は入札参加資格審査の申請を行うことができま

せん。 

年 

直前年度決算期間 

①決算が確定している直近の事業年度の決算期間を西暦で入力してください。 

②法人の場合は申請月の前月末時点で決算が確定している直近事業年度の開始

日と終了日を入力してください。 

③個人の場合は所得税確定申告が完了している直近年の 1 月 1 日と１２月３１

日を入力してください。 

開始日 年   月   日 

終了日 年   月   日 

直前年度決算売上高

区分 

直前年度の決算売上高の額があてはまる項目を選択してください。 

１兆円以上            １０００億円以上１兆円未満 

 

１００億円以上１０００億円未満  １０億円以上１００億円未満 

 

１億円以上１０億円未満      １０００万円以上１億円未満 

 

１００万円以上１０００万円未満  １００万円未満 
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項 目 名 説 明 ／ メ モ 

直前年度決算売上高

（単位：千円） 

①「直前年度決算期間」の売上高を千円単位で入力してください。（百円単位

は四捨五入） 

②法人の場合は損益計算書に記載された売上高を入力してください。 

③個人の場合は別資料「入札参加資格審査申請の手引き１（基本事項説明

編）」の●ページ以降に記載した内容を確認し入力してください。 

千円 

直前々年度決算売上

高（単位：千円） 

①「直前年度決算期間」の１期前の売上高を千円単位で入力してください。

（百円単位は四捨五入） 

②参考とする各書類の位置は前項目と同じです。 

千円 

流動資産（単位：

千円） 

①「直前年度決算期間」の流動資産を千円単位で入力してください。（百円単

位は四捨五入） 

②法人の場合は貸借対照表に記載された流動資産を入力してください。 

③個人の場合は別資料「入札参加資格審査申請の手引き１（基本事項説明

編）」の●ページ以降に記載した内容を確認し入力してください。 

千円 

流動負債（単位：

千円） 

①「直前年度決算期間」の流動負債を千円単位で入力してください。（百円単

位は四捨五入） 

②法人の場合は貸借対照表に記載された流動負債を入力してください。 

③個人の場合は別資料「入札参加資格審査申請の手引き１（基本事項説明

編）」の●ページ以降に記載した内容を確認し入力してください。 

千円 

流動比率（％） 
「流動資産／流動負債×100」の計算結果が自動的に表示されます。 

（入力不要） 

自己資本額（純資

産合計の額）（単

位：千円） 

①「直前年度決算期間」の純資産の合計を千円単位で入力してください。（百

円単位は四捨五入） 

②法人の場合は貸借対照表に記載された純資産部の合計を入力してください。 

③個人の場合は別資料「入札参加資格審査申請の手引き１（基本事項説明

編）」の●ページ以降に記載した内容を確認し入力してください。 

千円 

資本金額（資本金

＋資本剰余金の

額）（単位：千円） 

①「直前年度決算期間」の資本金額を千円単位で入力してください。（百円単

位は四捨五入） 

②法人の場合は貸借対照表に記載された資本金額と資本剰余金の合計額を入力

してください。 

③個人の場合は別資料「入札参加資格審査申請の手引き１（基本事項説明

編）」の●ページ以降に記載した内容を確認し入力してください。 

千円 

課税・免税事業者

区分 

消費税の課税事業者は「課税事業者」を、免税事業者は「免税事業者」を選択

してください。 

課税事業者   免税事業者 
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２６ 

 

 

【入力画面】 

 

①営業経歴及び実績の情報を入力。入力が終わったら「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリック。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

主たる事業の種類を一つだけ選択 

カレンダーから日付を選択することも可能 

カレンダーから日付を選択することも可能 

カレンダーから日付を選択することも可能 

１年未満を入力するとエラーが表示 

（＝申請できません） 
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次の項目「直前年度決算売上高」と矛盾

がないように注意 

フォーム上ではエラーは表示されない

が、申請審査時にチェック 

「直前年度決算売上高」から「資本金額

（資本金＋資本剰余金の額）」までの金額

は千円単位で入力（百円単位は四捨五

入） 

消費税の課税事業者か免税事業者かを選

択 

クリックし次の入力画面へ進む 
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（６）「資格登録自治体及び委任先情報」部分の入力 

 

【入力項目】 

資格登録自治体及び委任先情報部分で入力する項目は以下のとおりです。 

 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

入札参加資格の登録

を希望する自治体 

①この申請で資格の登録を希望する自治体を選択してください。 

②項目は自治体を２つに分けています。（五十音順） 

③それぞれの項目内に該当する自治体がない場合は「上記に該当する自治体な

し」を選択してください。 

項

目

① 

宇佐市 臼杵市 大分県 大分市 杵築市 玖珠町 国東市 

 

九重町 佐伯市 竹田市 上記に該当する自治体なし 

項

目

② 

津久見市 中津市 日出町 日田市 姫島村 豊後大野市 

 

豊後高田市 別府市 由布市 上記に該当する自治体なし 

入札・契約等の権

限委任について 

①営業所の代表者等代理人に契約等に関する権限を委任する場合は「委任す

る」を、委任しない場合は「委任しない」を選択してください。 

②委任先ごとに登録を希望する自治体を登録することができます。（但し、１

自治体につき委任先は１つのみ） 

 

〔契約等に関する権限とは〕 

契約等に関する権限は以下の事項となります。 

・入札及び見積り ・契約締結 ・保証金  

・物品の納入、代金の請求及び領収 

・復代理人の選任 ・その他契約等に係る事項 

委任する    委任しない 

以下の項目は契約等に関する権限を「委任する」場合のみ入力すること。 

委任先の情報は合計１５個まで入力できます。 

委任する営業所等名

称 

①委任する営業所等名称を入力してください。 

②本店の名称は入力不要です。 

 （例：○○株式会社 △△営業所の場合 「△△営業所」のみ入力） 

 

営業所代表者役職 

①契約書等に記載する営業所等代表者の役職を入力してください。 

②個人事業主で役職名がない場合は、全角空白１文字を入力してください。 

 

営業所代表者名 
営業所等代表者名を姓と名の間に空白一文字を入れて入力してください。 

 

営業所代表者名（カ

ナ） 

営業所等代表者名（カナ）を姓と名の間に空白一文字を入れて入力してくださ

い。 
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項 目 名 説 明 ／ メ モ 

営業所郵便番号 
営業所等の郵便番号をハイフンなし 7 桁の数字で入力してください。 

        

営業所住所／所在地 

①営業所等の所在地を都道府県名から入力してください。 

②ビル等建物名の前には空白一文字を入れて入力してください。 

都・道・府・県 

 

営業所電話番号 
電話番号をハイフンありで入力してください。 

―        ― 

営業所ＦＡＸ番号 

（任意項目） 

FAX がある場合は番号をハイフンありで入力してください。 

―        ― 

営業所メールアド

レス 

①営業所等で利用するメールアドレスを入力してください。 

②ここで入力したメールアドレスが登録した自治体や電子入札システムからの

入札等の連絡先となります。 

＠ 

営業所常勤職員数

（単位：人） 

申請書を提出する月の前月末現在の人数を入力してください。なお、従業員に

は代表者（個人事業主）や役員は含まないが、兼務役員やパート、アルバイト

等の臨時職員を含む。（日々雇用、短期雇用及び季節労働等の者は含めませ

ん。） 

人 

営業所に委任して登

録する自治体 

①登録を希望する自治体のうち当該委任先に委任する自治体を選択してくださ

い。 

②項目は自治体を２つに分けています。（五十音順） 

③それぞれの項目内に該当する自治体がない場合は「上記に該当する自治体な

し」を選択してください。 

④１自治体につき委任先は１つのみですので注意してください。 

項

目

① 

宇佐市 臼杵市 大分県 大分市 杵築市 玖珠町 国東市 

 

九重町 佐伯市 竹田市 上記に該当する自治体なし 

項

目

② 

津久見市 中津市 日出町 日田市 姫島村 豊後大野市 

 

豊後高田市 別府市 由布市 上記に該当する自治体なし 
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【入力画面】 

 

①資格登録自治体及び委任先情報を入力。 

 
 

 
 

登録を希望する自治体を選択。 

自治体は２項目に分かれておりそれぞれ

の項目から選択。 

（入力例） 

１項目目では該当する自治体がないため

「上記に該当する自治体なし」を選択。 

（入力例） 

２項目目では「津久見市」を選択。 
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②権限委任をしない場合は、「委任しない」を選択したあと「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリッ

ク。 

 

（権限委任をしない場合） 

 
 

③権限委任をする場合は「委任する」を選択。営業所に関する項目が表示されるので各項目に入力。 

 

（権限委任をする場合） 

 
 

 
 

 
 

 

クリックし次の入力画面へ進む 

「委任しない」を選択 

「委任する」を選択 

本店の名称は入力不要です。 

（例：○○株式会社 △△営業所の場合 

「△△営業所」のみ入力） 

姓と名の間に全角空白一文字を入れて入力 

姓と名の間に全角空白一文字を入れて入力 

郵便番号を入力した後、このボタンをク

リックすると住所の一部が自動的に表示

される（但し不足する内容については追

加で入力必要） 

都道府県名から入力 

ビル等建物名の前には空白一文字を入れ

て入力 
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ハイフンありで入力 

ハイフンありで入力 

ＦＡＸがない場合は入力不要 

ここで入力したメールアドレスが登録し

た自治体や電子入札システムからの入札

等の連絡先となります。 

営業所等に権限を委任する自治体を選

択。 

自治体は２項目に分かれておりそれぞれ

の項目から選択。 

（入力例） 

１項目目では該当する自治体がないため

「上記に該当する自治体なし」を選択。 
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④委任する営業所等が 1 ヶ所のみの場合は「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリック。 

 

 
 

 

⑤委任する営業所等が２ヶ所以上の場合は「追加する」ボタンをクリック。次の営業所情報の入力項目が

表示されるので必要事項を入力。 

 

 
 

 

 

 

 

（入力例） 

２項目目では「津久見市」を選択。 

クリックし次の入力画面へ進む 

「追加する」をクリックすると 
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⑥委任する営業所等が２ヶ所のみの場合は「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリック。 

 

 
 

⑦委任する営業所等が３ヶ所以上の場合は「もう１件追加する」ボタンをクリック。次の営業所情報の入

力項目が表示されるので必要事項を入力。以降必要に応じて「もう１件追加する」ボタンをクリック。営

業所等情報は１５ヶ所まで入力可能。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい営業所の情報を入力する項目が追

加で表示されるので入力。 

クリックし次の入力画面へ進む 

「もう１件追加する」をクリックすると

新しい営業所情報の入力項目が表示 

すべての委任先情報を入力し終わったら

クリックし次の入力画面へ進む 
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（７）「登録を希望する業種」部分の入力 

 

【入力項目】 

登録を希望する業種部分で入力する項目は以下のとおりです。 

事前作業として別資料「入札参加資格審査申請の手引き１（基本事項説明編）」の●ページからの「７．

業種区分表」を参照し登録を希望する業種を選択しておいてください。 

大分類一つごとに選べる小分類の数は３つまでです。優先順に選択してください。 

 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

物品の製造・販売の

登録希望 

「業種区分表」の「大分類：物品の製造・販売」に該当する業種の登録を希望する場合

は「希望する」、希望しない場合は「希望しない」を選択してください。 

希望する    希望しない 

小分類１（物品の製

造・販売） 

（「物品の製造・販売の登録希望」で「希望する」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の小分類を一つ選択してください。 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

細分類１（物品の製

造・販売） 

（「小分類１（物品の製造・販売）」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の細分類を選択してください（複数選択可）。 

細分類の番号は小分類ごとに違うので注意してください。 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

小分類２（物品の製

造・販売） 

（「物品の製造・販売の登録希望」で「希望する」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の小分類をひとつ選択してください。希望する小分類が一

つのみの場合は「00:選択しない」を選択してください。 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

細分類２（物品の製

造・販売） 

（「小分類２（物品の製造・販売）」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の細分類を選択してください（複数選択可）。 

細分類の番号は小分類ごとに違うので注意してください。 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

小分類３（物品の製

造・販売） 

（「物品の製造・販売の登録希望」で「希望する」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の小分類をひとつ選択してください。希望する小分類が一

つ又は二つのみの場合は「00:選択しない」を選択してください。 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

細分類３（物品の製

造・販売） 

（「小分類３（物品の製造・販売）」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の細分類を選択してください（複数選択可）。 

細分類の番号は小分類ごとに違うので注意してください。 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
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項 目 名 説 明 ／ メ モ 

役務の提供等の登

録希望 

「業種区分表」の「大分類：役務の提供等」に該当する業種の登録を希望する場合は

「希望する」、希望しない場合は「希望しない」を選択してください。 

希望する    希望しない 

小分類１（役務の提

供等） 

（「役務の提供等の登録希望」で「希望する」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の小分類を一つ選択してください。 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

細分類１（役務の提

供等） 

（「小分類１（役務の提供等）」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の細分類を選択してください（複数選択可）。 

細分類の番号は小分類ごとに違うので注意してください。 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

小分類２（役務の提

供等） 

（「役務の提供等の登録希望」で「希望する」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の小分類をひとつ選択してください。希望する小分類が一

つのみの場合は「00:選択しない」を選択してください。 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

細分類２（役務の提

供等） 

（「小分類２（役務の提供等）」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の細分類を選択してください（複数選択可）。 

細分類の番号は小分類ごとに違うので注意してください。 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

小分類３（役務の提

供等） 

（「役務の提供等の登録希望」で「希望する」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の小分類をひとつ選択してください。希望する小分類が一

つ又は二つのみの場合は「00:選択しない」を選択してください。 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

細分類３（役務の提

供等） 

（「小分類３（役務の提供等）」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の細分類を選択してください（複数選択可）。 

細分類の番号は小分類ごとに違うので注意してください。 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

物品の買受けの登

録希望 

「業種区分表」の「大分類：物品の買受け」に該当する業種の登録を希望する場合

は「希望する」、希望しない場合は「希望しない」を選択してください。 

希望する    希望しない 

細分類（物品の買受

け）１ 

（「物品の買受けの登録希望」で「希望する」を選択した場合のみ表示） 

登録を希望する業種の細分類を選択してください（複数選択可）。 

01 02 03 04 05 

その他取扱い業種 

（①と②については必須、③については任意。この項目は１００文字まで入力

可能） 

①登録業種毎に主な取扱商品や提供するサービス等について具体的に入力して

ください。  

（例：防犯カメラ、ピアノ、事務用机、新車、WEB 広告、パソコンリース） 

②細分類で「その他」を選んだ場合はその内容を具体的に入力してください。 

③希望する業種の小分類が４個目以上の場合は、上記選択肢の小分類、細分

類、主な取扱い商品等を入力してください。 
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【入力画面】 

 

①登録を希望する業種のうち「物品の製造／販売」に関する情報を入力。 

 

 
 

 

（物品の製造／販売の登録を希望しない場合） 

 
 

 

（物品の製造／販売の登録を希望する場合） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

「大分類：物品の製造・販売」に該当する業

種の登録を希望する場合は「希望する」、希望

しない場合は「希望しない」を選択 

登録を希望しない場合は「希望しない」を選

択し、「大分類：役務の提供等」の項目へ 

登録を希望する場合は「希望する」を選択

し、「小分類」の選択へ 

「小分類」は３つまで選択可能 
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（２つ目以降の小分類を選択する必要がない場合） 

  
 

②登録を希望する業種のうち「役務の提供等」に関する情報を入力。 

 

 
 

 

（役務の提供等の登録を希望しない場合） 

 

「小分類」を選択すると 

（例では「01:衣服・その他繊維製品類」

を選択） 

「細分類」が表示されるので希望する分類を

選択（複数選択可能） 

「大分類：役務の提供等」に該当する業種

の登録を希望する場合は「希望する」、希望し

ない場合は「希望しない」を選択 

登録を希望しない場合は「希望しない」を選

択し、「大分類：物品の買受け」の項目へ 

選択する小分類が１つ又は２つの場合、残

りの小分類については「00:選択しない」

を選択 
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（役務の提供等の登録を希望する場合） 

  
 

  
 

 
 

（２つ目以降の小分類を選択する必要がない場合） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

登録を希望する場合は「希望する」を選択

し、「小分類」の選択へ 

「小分類」は３つまで選択可能 

「小分類」を選択すると 

（例では「02:写真・製図」を選択） 

「細分類」が表示されるので希望する分類を

選択（複数選択可能） 

選択する小分類が１つ又は２つの場合、残

りの小分類については「00:選択しない」

を選択 
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③登録を希望する業種のうち「物品の買受け」に関する情報を入力。 

 

 
 

（物品の買受けの登録を希望しない場合） 

 
 

（物品の買受けを希望する場合） 

 
 

④登録を希望する業種のうち「その他取扱い業種」情報を入力し、「一時保存して、次へ進む」ボタンをク

リック。 

 

「大分類：物品の買受け」に該当する業種

の登録を希望する場合は「希望する」、希望し

ない場合は「希望しない」を選択 

登録を希望しない場合は「希望しない」を選

択し、「その他取扱い業種」の項目へ 

登録を希望する場合は「希望する」を選択

し、「細分類」の選択へ 

「細分類」が表示されるので希望する分類を

選択（複数選択可能） 

必要な情報を入力し終わったら 

クリックし次の入力画面へ進む 



大分県市町村物品等競争入札参加資格審査申請の手引き３（電子申請方法説明編） 

 

４１ 

 

（８）「機械設備及び営業に必要な許認可や資格」部分の入力 

 

【入力項目】 

機械設備及び営業に必要な許認可や資格部分で入力する項目は以下のとおりです。 

事前作業として別資料「入札参加資格審査申請の手引き１（基本事項説明編）」と「入札参加資格審査申

請の手引き２（書類作成方法説明編）」を参照し必要な書類を作成し、ＰＤＦファイルにしておいてくだ

さい。 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

機械装置類 

物品の製造の登録有無を選択してください。 

物品の製造（印刷とその他製造）での登録を希望する。 

 

物品の製造（印刷のみ）での登録を希望する。 

 

物品の製造（印刷含まない）での登録を希望する。 

 

物品の製造での登録を希望しない。 

機械装置類の概要 

（「機械装置類」で「物品の製造（印刷とその他製造）での登録を希望する。」

又は「物品の製造（印刷含まない）での登録を希望する。」を選択した場合の

み表示） 

業務に必要となる主な自社所有機械の①「名称」②「型式及びメーカー」③

「台数」④「取得年月」⑤「能力」を入力してください。（４００文字まで） 

但し、印刷に関する情報は専用の調書での報告となりますのでここでの入力は

不要です。 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

印刷設備等調書及び

印刷関係取扱品調書 

（「登録業種で印刷の業種（大分類：物品の製造／販売、小分類：④フォーム

印刷、⑤その他印刷類）を選択した場合のみ表示） 

①印刷設備等調書及び印刷関係取扱品調書（別紙１及び２）を作成し、ＰＤＦ

ファイルにして添付します。作成方法は「入札参加資格審査申請の手引き２

（書類作成方法説明編）」●ページを参照してください。 

②ページが複数となる場合は、一つのファイルにまとめてください。 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

営業に必要な許認可

や資格 

（任意項目） 

営業に関し許認可や資格が必要な業種の場合はその許認可名や資格名を入力し

てください。 

 

許認可証等 

（任意項目） 

①上記に記載した営業に必要な許認可や資格のうち許認可証等を添付してくだ

さい。 

②ページが複数となる場合は、一つのファイルにまとめてください。 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 
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４２ 

 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

資格者証等 

（任意項目） 

①上記に記載した営業に必要な許認可や資格のうち個人の資格に関する資格者

証等を添付してください。 

②ページが複数となる場合は、一つのファイルにまとめてください。 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

各種調書 

（任意項目） 

①以下条件に該当する場合それぞれ作成が必要となる書類を作成し、ＰＤＦフ

ァイルにして添付してください。 

②複数ある場合は、１枚のファイルにまとめてください。 

 

〔添付する書類〕 

  登録業種で車両整備の業種（大分類：役務の提供、小分類：⑩車両・船舶 

整備、細分類：01 自動車等点検整備、03 その他車両修理等）を希望する 

場合・・・車両整備（修理）業者調書（別紙３） 

 

登録業種で地籍調査の業種（大分類：役務の提供、小分類：③調査・研 

究、細分類：01 地籍調査）を希望する場合 

・・・地籍調査関係有資格者調書及び 

地籍調査・類似事業 業務実績調書（別紙４－１及び４－２） 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

 

【入力画面】 

 

①機械装置類に関する情報を入力。 

 

 
  

 
 

 

物品の製造の登録有無を選択 

「機械装置類」で「物品の製造（印刷とそ

の他製造）での登録を希望する。」又は

「物品の製造（印刷含まない）での登録を

希望する。」を選択した場合のみ表示 



大分県市町村物品等競争入札参加資格審査申請の手引き３（電子申請方法説明編） 

 

４３ 

 

 

 

 
 

（ファイルの添付方法） 

 

   
 

 

 

 ファイル選択画面が表示されるので 

 
 

 

  

  
 

 

②営業に必要な許認可や資格に関する情報を入力。 

 

 
 

 

 

「登録業種で印刷の業種（大分類：物品の

製造／販売、小分類：④フォーム印刷、⑤

その他印刷類）を選択した場合のみ表示 

①「ファイルを選択」ボタンをクリック 

②添付したいファイルを選択し 

③「開く」をクリック 

④ファイルが表示されます 

営業に関し許認可や資格が必要な業種の場

合はその許認可名や資格名を入力 



大分県市町村物品等競争入札参加資格審査申請の手引き３（電子申請方法説明編） 

 

４４ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

③「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリック。 

 

 
 

（９）「登録を希望する自治体の暴力団排除条例に基づく誓約」部分の入力 

 

【入力項目】 

登録を希望する自治体の暴力団排除条例に基づく誓約部分で入力する項目は以下のとおりです。 

ここでの項目は、資格審査申請ができない条件である「暴力団関係者である場合」に関する確認項目とな

ります。すべての項目に同意いただけない場合は申請できません。また、調査の結果「暴力団関係者であ

る」と判明した場合は申請を却下します。 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

各自治体の暴力団排

除条例に基づく大分

県警察本部への照会

の同意 

暴力団排除条例に基づく大分県警察本部への照会へ同意する場合「同意します。」

にチェックをお願いします。 

同意します。 

県警へ照会した情報

を他の契約における

確認に利用すること

への同意 

自治体との各契約にあたり県警に照会した情報を利用することに同意する場合

「同意します。」にチェックをお願いします。 

同意します。 

各自治体の暴力団排

除条例に基づく誓約 

代表者又は役員等が、暴力団関係者でないことを誓約する場合、「同意しま

す。」にチェックをお願いします。 

誓約します。 

 

許認可に関するファイルを添付 

資格者証に関するファイルを添付 

特定の業種を選択した場合のみ表示 

調書ファイルを添付 

クリックし次の入力画面へ進む 
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４５ 

 

【入力画面】 

 

各項目について「同意します。」にチェックを入れて「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリック。 

 

 
 

 

 

（10）「納税状況確認への同意」部分の入力 

 

【入力項目】 

納税状況確認への同意部分で入力する項目は以下のとおりです。 

ここでの納税状況確認の対象となるのは「大分県税」と「大分県内の市町村税」となります。なお、国税

については後述する「国税納税証明書」を入手し添付する必要があります。 

納税確認の必要性については以下により判断してください。 

 

（納税確認の必要性） 

 ①大分県内に事業所（本店・営業所等を含む）がない場合・・・納税状況の確認不要 

 

 ②大分県への登録を希望し、大分県内に事業所（本店・営業所等を含む）がある場合 

・・・大分県税の納税状況の確認が必要 

 

 ③大分県内の市町村への登録を希望し、当該市町村に事業所（本店・営業所等を含む）がある場合 

・・・当該市町村税の納税状況の確認が必要 

 

④大分県内の市町村への登録を希望するが、当該市町村に事業所（本店・営業所等を含む）がない場合 

・・・納税状況の確認不要 

 

（納税状況の確認方法） 

  前記①④に該当する場合、納税確認は不要ですので証明書類等の提出は不要です。 

  ②③については、各自治体の窓口で納税状況を証明する書類の交付を受け提出する必要があります 

が、同意いただければ「大分県市町村物品等入札参加資格共同受付センター」より各自治体に納税状況 

を照会することが可能です。 

 

 

すべての項目にチェックしたあと、 

クリックし次の入力画面へ進む 
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４６ 

 

 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

登録を希望する自治

体への納税状況 

登録を希望する自治体への納税状況について該当する区分を選択します。 

前記「納税確認の必要性」により区分を選択してください。 

①④の場合・・・「納税義務がありません。」を選択 

②③に該当し各自治体交付の納税証明書を添付する場合 

・・・「未納がないことの証明書を提出します。」を選択 

②③に該当し受付センターから各自治体へ納税状況の照会をすることへ 

同意する場合 

・・・「申請を希望する自治体への納税状況の照会に同意します。」 

を選択 
 

※「一部の自治体の証明書を添付、残りの自治体の納税状況を照会」という方法はと

れません。証明書を提出する場合は該当するすべての自治体の証明書を添付、受付セ

ンターからの照会に同意する場合はすべての自治体に関して同意したものとします。 

申請を希望する自治体への納税状況の照会に同意します。 

 

未納がないことの証明書を提出します。 

 

納税義務がありません。（県・市町村内に事業所がないため） 

    － 

（「登録を希望する自治体への納税状況」で「申請を希望する自治体への納税

状況の照会に同意します。」を選択した場合のみ表示） 

納税状況の照会について各項目への同意をお願いします。 

①登録を希望する自治体の税に未納がないことを誓約します。 

 

②納税状況の確認について自治体の指示に従います。 

 

③納税の確認ができなかった場合は、入札参加資格が得られなくても異議あり

ません。 

登録を希望する自治

体の税に未納がない

ことの証明書 

（「登録を希望する自治体への納税状況」で「未納がないことの証明書を提出

します。」を選択した場合のみ表示） 

各自治体窓口で交付を受けた証明書をＰＤＦファイルにして添付します。 

ページが複数となる場合は、一つのファイルにまとめてください。 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

 

 

 

【入力画面】 

 

①納税状況の確認方法を選択。 

 

納税状況の確認方法を選択 
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４７ 

 

 

②①で「申請を希望する自治体への納税状況の照会に同意します。」を選択した場合、照会に関する各事項

の同意にチェックを入れて「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリック。 

 

 
 

 

 

③①で「未納がないことの証明書を提出します」を選択した場合、ファイルを添付してから「一時保存し

て、次へ進む」ボタンをクリック。 

 

 
 

 

 

④①で「納税義務がありません。（県・市町村内に事業所がないため）」を選択した場合、「一時保存して、

次へ進む」ボタンをクリック。 

 

 
 

すべての項目にチェックしたあと、 

クリックし次の入力画面へ進む 

ファイルを添付したあと、 

クリックし次の入力画面へ進む 

クリックし次の入力画面へ進む 
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（11）「情報公開等」部分の入力 

 

【入力項目】 

情報公開等部分で入力する項目は以下のとおりです。 

ここでの項目は、情報公開に関する確認項目となります。すべての項目に同意いただけない場合は申請で

きません。 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

大分県内の地方公共

団体への情報共有の

同意 

申請した内容を受付センターから入札参加資格登録先として選択した自治体に

情報共有することに同意する場合「同意する」にチェックをお願いします。 

同意する 

登録自治体内での情

報共有の同意 

申請した内容を自治体の各部署にて共有することに同意する場合、「同意す

る」にチェックをお願いします。 

同意する 

入札参加資格者名簿

公開の同意 

申請した内容をもとに各自治体で入札参加資格者名簿を作成し公開することに

同意する場合、「同意する」にチェックをお願いします。 

同意する 

 

 

【入力画面】 

 

各項目について「同意します。」にチェックを入れて「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリック。 

 

 
 

 

 

 

 

 

すべての項目にチェックしたあと、 

クリックし次の入力画面へ進む 
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（12）「添付書類」部分の入力 

 

【入力項目】 

添付書類部分で入力する項目は以下のとおりです。 

添付書類は PDF ファイルにして提出してください。 

書類の説明・作成方法並びに提出の有無は「入札参加資格審査申請の手引き１（基本事項説明編）」と

「入札参加資格審査申請の手引き２（書類作成方法説明編）」を参照してください。 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

履歴事項全部証明書 
－ 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

登記されていないこ

との証明書 

－ 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

身元証明書（身分証

明書） 

－ 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

貸借対照表及び損益

計算書 

－ 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

国税納税証明書（そ

の３の３） 

－ 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

国税納税証明書（そ

の３の２） 

－ 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

実印の印鑑登録証明

書 

－ 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

使用印鑑届 
－ 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

営業概要申請書 
－ 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

その他 
各項目に添付できなかった書類等はこちらに添付してください。 

ＰＤＦファイルを準備・添付してください。 

 

 

【入力画面】 

 

各項目についてファイルを添付し「一時保存して、次へ進む」ボタンをクリック。 

 
 

 

ファイルを添付したあと、 
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（13）「その他の事項」部分の入力 

【入力項目】 

その他の事項で入力する項目は以下のとおりです。 

項 目 名 説 明 ／ メ モ 

この申請に関する補

足事項 

補足事項等があればこの欄に入力してください。（４００文字まで） 

 

（例）法人で事業所の住所が履歴事項全部証明書と違う場合、その理由 等 
  

 

 

 

 

 

クリックし次の入力画面へ進む 

必要に応じて入力し 

クリックし次の入力画面へ進む 
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（14）「申請内容の確認」部分の入力 

入力が終了すると「申請内容の確認」画面が表示されます。 

内容に問題がなければページ最後の「この内容で申請する」ボタンをクリックし、「申請が完了しまし

た」と表示されれば申請終了です。 

修正したい項目がある場合は項目横の「編集」ボタンをクリックし修正します。 

 

       
                  ・ 

                  ・ 

                  ・ 

       
 

 
 

 

 

 

 

 

クリックし次の画面へ 

この画面が表示されれば申請完了です 

 
【申請手続き名】 
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（項目を修正したい場合） 

  （例）申請者の種別を「法人」から「個人」へ変更したい場合 

 

 

     
 

 

     
 

 

  
 

 

 
  

クリックします 

現在の状況が表示

されます 

内容を変更した後 

「編集を完了す

る」をクリック 

内容が変更されま

す 
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５．電子申請システムに関する説明 

競争入札参加資格審査申請で使用する電子申請システムについて入力内容以外で必要な情報を説明しま

す。 

（１）電子申請システムからメールが送付されるタイミングについて 

電子申請システムは各タイミングで申請者あてにメールを送付します。 

メールの送付先は Graffer アカウントを取得した際のメールアドレスとなります。 

 メールが送付されるタイミングは以下のとおりとなります。 

 

 ①申請者が新規で電子申請を行った時点 

  申請者が申請を行いその情報がシステムに到達したことをお知らせするメールを送付します。 

 

 ②申請を取下げた時点 

  申請した内容を修正したい場合、申請者側で申請を取下げることが可能です。 

  取下げた際にメールが送付されます。 

  なお、申請を取下げると申請がなかったことになりますので再度申請する必要があります。 

 

 ③申請が差し戻された時点 

  申請した内容に問題があり審査者側から差し戻された場合メールが送付されます。 

申請が差し戻されると申請がなかったことになりますので再度申請する必要があります。 

 

 ④申請内容を審査者が修正した時点 

  申請した内容について審査者側で修正した場合、修正したことをお知らせするメールを送付します。 

 

 ⑤審査が完了した時点 

  審査が完了した時点でメールが送付されます。 

  完了した際は「審査結果通知書」が交付されますので、メール内に記載されたＵＲＬから電子申請シ 

ステムにアクセスし「審査結果通知書」のＰＤＦファイルをダウンロードしてください。 

 

（２）メールの内容説明 

（１）で説明しましたメールについて例を示して内容を説明します。 

メールはすべて「noreply@mail.graffer.jp」から送信されます。 

 

 ①申請者が新規で電子申請を行った時点で送付されるメール 

 

 
 

 
【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

このＵＲＬから電子申請システムに 

アクセスし申請内容を確認することが 

できます 

mailto:noreply@mail.graffer.jp
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 ②申請を取下げた時点で送付されるメール 

 

 
 

 

 ③申請が差し戻された時点で送付されるメール 

 

 
 

 ④申請内容を審査者が修正した時点で送付されるメール 

 

 
 

 
【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

このＵＲＬから電子申請システムに 

アクセスし申請内容を確認することが 

できます 

 
【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

このＵＲＬから電子申請システムに 

アクセスし申請内容を確認することが 

できます 

ここに差し戻された理由が記載されています 

【申請手続き名】 

 
【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

このＵＲＬから電子申請システムに 

アクセスし変更された申請内容を確認 

してください。 
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 ⑤審査が完了した時点で送付されるメール 

 

 

 
 

（３）審査結果通知書のダウンロード方法 

審査終了後に交付される「審査結果通知書」を入手するには、処理完了をお知らせしたメール内に記 

載されたＵＲＬから電子申請システムにアクセスし、ＰＤＦファイルをダウンロードする必要があり 

ます。 

  手順は以下のとおりとなります。 

 

  ①審査完了をお知らせするメール内に記載されたＵＲＬから電子申請システムにアクセスします。 

   システムを開く際、メールアドレスとパスワードの入力を求められた場合は、Graffer アカウント 

を取得した際に設定したものを入力してください。 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

このＵＲＬから電子申請システムに 

アクセスし審査結果通知書をダウンロード 

してください。 

 

【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

このＵＲＬから電子申請システムに 

アクセスしてください。 
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②申請情報の画面が表示された「交付物」タブをクリックします。 

 

         
 

 

 

③交付物が表示されるので、「ダウンロード」ボタンを押しファイルをダウンロードします。 

 

         
 

 

 

 

  

【申請手続き名】 

ここをクリック 

ここをクリックし 

ファイルをダウンロードします 

【申請手続き名】 
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（４）申請の取り下げ方法 

申請後に申請内容に修正すべき点等が見つかり申請の取り下げが必要となった場合は以下の手順で取 

り下げてください。 

但し、取り下げが可能なのは対応ステータスが「受付済」の場合のみです。対応ステータスが他の値 

の場合、取り下げ処理は出来ません。受付センターへ連絡してください。 

 

 

  ①申請受け付けをお知らせするメール内に記載されたＵＲＬから電子申請システムにアクセスしま 

す。システムを開く際、メールアドレスとパスワードの入力を求められた場合は、Graffer アカウ 

ントを取得した際に設定したものを入力してください。 

 

    
 

②申請情報が表示された画面の「申請を取り下げる」ボタンをクリックします。 

   「申請を取り下げる」ボタンが表示されない場合は申請を取り下げることができない状態です。 

 

    
 

 
【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

このＵＲＬから電子申請システムに 

アクセスしてください。 

ここをクリックします。 

 【申請手続き名】 
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③申請の取り下げの確認メッセージが表示されるので、「取り下げる」ボタンを押します。 

 申請の取り下げが完了すると「申請を取り下げました」とのメッセージが表示されます。 

 

             
 

 

         

 

             
 

 

 

 

 

 

（５）取り下げした申請の修正及び再申請方法について 

申請を取り下げした後、申請内容を修正する方法と再申請する方法を説明します。 

 

  ①申請取り下げをお知らせするメール内に記載されたＵＲＬから電子申請システムにアクセスしま 

す。システムを開く際、メールアドレスとパスワードの入力を求められた場合は、Graffer アカウ 

ントを取得した際に設定したものを入力してください。 

 

   
    

 

 

 

 

 

 

ここをクリックします。 

このメッセージが表示されれば取り下げ処理は完了です。 

 
【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

【申請手続き名】 

このＵＲＬから電子申請システムに 

アクセスしてください。 
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②申請情報が表示された画面の「この申請をもとに新規申請」ボタンをクリックします。 

 

    
 

③申請入力の画面が表示されますので順に内容を確定していきます。各項目には当初申請した情報が 

そのまま残っていますので修正が必要な部分は修正してください。 

但し添付ファイルは添付されていませんので再度添付するようお願いします。 

    

   
 

   ※当初添付したファイルは表示されませんので改めてファイルを添付してください。 

    
 

 

 

 

 

ここをクリックします。 

 【申請手続き名】 

 【申請手続き名】 
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④入力が終了すると「申請内容の確認」画面が表示されます。 

内容に問題がなければページ最後の「この内容で申請する」ボタンをクリックし、「申請が完了しまし 

た」と表示されれば申請終了です。 

 

     
 

 

   
 

クリックし次の画面へ 

この画面が表示されれば申請完了です 


